
広島市告示第９２号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第 

１９条第１項の規定により、広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）都市再生特

別地区を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規

定により、次のとおり告示します。 

なお、同法第２０条第２項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及

び中区役所建設部建築課において縦覧に供します。 

 

 

 

 

広島市長 松井 一實      

 

 

１ 都市計画の種類 

  広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）都市再生特別地区(広島八丁堀３番７

番地区) 

 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  広島市中区八丁堀 

 

３ 縦覧場所 

（１）広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広島市都市整備局都市計画課 

（２）広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 

中区役所建設部建築課 

   

 


